
明石市家庭用脱炭素化設備導入支援補助金交付要綱        

 （目的） 

第１条 この要綱は、自己が居住する住宅に省エネルギー性能の向上に資する設備

を設置する者等に対して、その費用の一部を補助することにより、住宅のエネル

ギー利用の効率化を図り、もって脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （対象設備） 

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の対象となる設備（以下

「対象設備」という。）は、別表第１の対象設備の欄に掲げる設備であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同欄に掲げるネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス（以下「ＺＥＨ」という。）を建築又は購入した者が当該ＺＥＨ

の引渡しを受けた時点において、当該ＺＥＨに設置されていた同欄に掲げる家庭

用燃料電池システム、家庭用蓄電池、太陽光発電システム又は高断熱窓（以下そ

れぞれ「家庭用燃料電池システム」、「家庭用蓄電池」、「太陽光発電システム」又

は「高断熱窓」という。）は、対象設備としない。 

 (１) 別表第１の対象設備の欄に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ同表の要件

の欄に規定する要件を満たすもの 

(２) 次のア又はイに掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該ア又はイに掲げる

日が第５条第１項の規定による申請（以下「交付申請」という。）を行った日の

属する年度（以下「対象年度」という。）に属するもの 

ア ＺＥＨ以外の設備 当該設備を設置した日 

イ ＺＥＨ 当該ＺＥＨの引渡しを受けた日 

(３) 未使用品のもの 

(４) 過去に本市の他の制度に基づく助成を受けていないもの 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下この項において「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の対象設備について

次の各号のいずれにも該当する者が複数あるときは、そのうちの１人に限り補助

対象者とするものとする。 

(１) 次のア又はイのいずれかに該当する者 

ア 自らが居住する市内の住宅に家庭用燃料電池システム、家庭用蓄電池、太

陽光発電システム又は高断熱窓を設置した者 

イ ＺＥＨを自らが居住するために市内に建築又は購入する者であって、当該

ＺＥＨについて国が実施する対象年度の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補



助金その他市長がこれに類すると認める補助金（以下「国補助金」という。）

の交付決定を受けたもの 

(２) 同一の対象設備につき、対象年度内において交付申請を行っていない者（当

該交付申請について第５条第２項の抽選が行われた場合にあっては、当該抽

選に当選した者に限る。） 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表第２のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期間（以下「申請

期間」という。）内に市長が別に定める交付申請書を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による申請を行った者を、補助金を交付する候補者（以下

「補助金候補者」という。）として決定する。この場合において、前項の規定によ

る申請に係る補助金の額の合計が、予算の範囲内において市長が別に定める額を

超えるときは、抽選により補助金候補者を決定する。 

３ 補助金候補者は、対象年度の末日までに、次の各号に掲げる対象設備の区分に

応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 家庭用燃料電池システム及び家庭用蓄電池 次のアからエまでに掲げる書

類 

ア 当該設備の設置工事に係る請負契約書の写し 

イ 対象年度に当該設備を設置したことを証明する書類 

ウ 当該設備の型式名及び製造番号が確認できる書類 

エ 当該設備の設置に係る領収書の写しその他の設置又は購入金額を証明する

書類 

(２) 太陽光発電システム 次のアからウまでに掲げる書類 

ア 前号アからエまでに掲げる書類 

イ 当該設備の設置場所が分かる図面並びに設置前及び設置後のカラー写真 

ウ 電力需給契約書類の写し 

(３) 高断熱窓 前号ア及びイに掲げる書類 

(４) ＺＥＨ 次のアからカまでに掲げる書類 

ア 当該ＺＥＨの売買に係る契約書の写し 

イ 対象年度に当該ＺＥＨの引渡しを受けたことを証明する書類 

ウ 当該ＺＥＨの購入に係る領収書の写しその他の購入金額を証明する書類 



エ 当該ＺＥＨに係る国補助金の確定通知の写し 

オ 当該ＺＥＨを構成する設備の設置状況が分かるカラー写真 

カ 当該ＺＥＨに係るＺＥＨマークが表示されたＢＥＬＳ評価書の写し 

（補助の決定） 

第６条 市長は、補助金候補者から前条第３項に規定する書類の提出を受けたとき

は、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を市長が別に定め

る通知書により、補助金候補者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助金交付決定

者」という。）は、速やかに、市長が別に定める請求書を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。 

（手続の代行） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、第５条第１項及び第３項並びに第７

条第１項に規定する手続を、対象設備（ＺＥＨを除く。）の設置に係る工事の請負

者、ＺＥＨの売主等に代行させることができる。 

（管理） 

第９条 補助金交付決定者は、対象設備（ＺＥＨを除く。）を設置した日又はＺＥＨ

を建築若しくは購入し、当該住宅の引渡しを受けた日から起算して６年間（以下

「管理年数」という。）善良なる管理者の注意をもって当該対象設備を管理すると

ともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。 

（処分の制限） 

第１０条 補助金交付決定者は、管理年数の期間内において、当該対象設備を処分

しようとするときは、あらかじめ、市長が別に定める届出書により市長に届け出

なければならない。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、

市長は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

（交付の決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

る場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) この要綱の規定に違反したとき。 

(３) その他市長が適当でない者と認めたとき。 

（補助金の返還） 



第１２条 補助金交付決定者は、市長が補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長

が定める期限までに、これを返還しなければならない。 

（協力） 

第１３条 市長は、補助金交付決定者に対して、必要に応じて対象設備に関するデ

ータの提供や地球温暖化対策に係る普及啓発事業等への協力を求めることができ

るものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月６日制定） 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  附 則（令和５年４月２０日制定） 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

対象設備 要  件 

家庭用燃料電池システム 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成される燃

料電池システムであって、一般社団法人燃料電池普及

促進協会により登録されているもの 

家庭用蓄電池 設置された住宅の発電設備と常時接続し、当該設備が

発電する電力を充放電できるものであって、国補助金

の補助対象設備として登録があるもの 

太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及

びこれに付属する設備であって、設置された住宅にお

いて電気が消費され、低圧配電線と逆潮流有りで連系

しているもの 

高断熱窓 既存住宅の断熱性能の向上に資する窓であって、国補

助金の対象設備として登録があるもの 

ネット・ゼロ・エネルギ

ーハウス（ＺＥＨ） 

外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備

え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー

消費量が正味ゼロ又はマイナスの住宅であって、国補



助金により採択されているもの 

別表第２（第４条関係） 

対象機器 補助金の額 

家庭用燃料電池システム ２０，０００円 

家庭用蓄電池 蓄電容量（小数点第２位以下の端数があるときは、こ

れを切り捨てた数）に２０，０００円を乗じた金額。

ただし、上限を８０，０００円とする。 

太陽光発電システム ６０，０００円 

高断熱窓 改修工事に関する経費（対象機器本体の購入費及び設

置工事費（設置と密接不可分な関係にある工事費を含

む。）をいう。）に３分の１を乗じた金額（その額に１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）。ただし、上限を５０，０００円とする。 

ネット・ゼロ・エネルギ

ーハウス（ＺＥＨ） 

１５０，０００円 

 


